
■給付イメージ

基 本 制 度

きずな傷害 きずな傷害【損害保険】
熱中症補償特約付食中毒補償特約付通院保険金のみの支払特約付天災補償特約付普通傷害保険

通院保険金

円1日につき

3,00030

コース
加入対象
区分

本　人
配偶者
こども

事故の発生の日からその日を含めて
180日以内の通院について、90日限度（ ）

630

加入対象区分

本　人
配偶者
こども

円

■補償内容 【加入対象区分：本人・配偶者・こども】 ■月額掛金

※本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。
したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体（ご契約
者）との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。

●傷害事故●
下記のような急激かつ偶然な外来の事故が対象となります。

お支払いの対象となる主な事故

お支払いの対象とならない主な事故

●
けい

頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）または腰痛その他
の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに
足りる医学的他覚所見（理学的検査、神経学的検査、画
像検査等によって認められる異常所見）のないもの
●山岳登はん（ピッケル等の登山用具を使用するもの、
ロッククライミング、フリークライミング）やハンググ
ライダー搭乗などの危険な運動中の事故

●妊娠・出産・早産・流産による傷害
●脳疾患・疾病・心神喪失による傷害
●法令に定める酒気帯び運転、無免許運転による傷害
●自殺行為・闘争行為による傷害　 　　　　　　　　  
など

●急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより通院をした場合、保険金をお支払いします。

階段から
落ちてケガ 野球中にケガ

交通事故による
ケガ

自転車で転倒して
ケガ

きずな傷害は、以下の補償の確保を主な目的とする損害保
険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確
認のうえお申込みください。

意向確認
【ご加入前のご確認】

熱中症による
救急搬送

料理中にやけど
蜂等の毒虫に
刺されてケガ

細菌性・ウイルス性
食中毒

新規加入・増額をされる場合は必ず加入資格をご確認ください

契約のしおり、約款についてはパンフレットをご覧ください。

初期支援給付金

就業不能給付金または
特定精神障害給付金

不支給
期間

（20日）

4/1
就業不能
状態に該当

12/1
職場
復帰

10
万円

5/21
第２回
支払基準日

基準給付金月額の
2分の1

10
万円

6/21
第３回
支払基準日

10
万円

10/21
第７回
支払基準日

10
万円

9/21
第６回
支払基準日

10
万円

11/21
第８回
支払基準日

５
万円

10
万円

4/21
第１回
支払基準日

（給付のイメージ図） 契約内容：基準給付金月額10万円、不支給期間20日
事　　例：４月１日から就業不能状態が継続し、12月１日に職場復帰

＊就業不能給付金のお支払いは1つの継続した就業不能状態
で18回、通算して36回を限度とします。
特定精神障害給付金のお支払いは通算して18回を限度とし
ます。就業不能給付金と特定精神障害給付金は重複して支
払われません。

＊不支給期間は、就業不能給付金または特定精神障害給付金
の支払対象とならない期間です。

●就業不能状態が不支給期間20日を超えて継続している場合に、給付金をお支払いします。
●入院だけではなく医師の指示による自宅療養や所定の精神疾患による就業不能状態もお支払いします。
●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合に、配当金をお支払いします。
※不支給期間とは、就業不能状態に該当した日以降、当制度のお支払いの対象とならない期間をいいます。

充 実 制 度
就業不能充実コース

就業不能充実コースは、以下の保障の確保を主な目的
とする生命保険です。ご加入にあたってはご意向に沿っ
た内容か、ご確認のうえお申込みください。

意向確認
【ご加入前のご確認】

特定精神障害給付特約付初期支援給付特約付
団体総合就業不能保障保険【生命保険】
契約のしおり、約款についてはパンフレットをご覧ください。

■保障内容 【加入対象区分】：本人

（注1）第1回就業不能給付金の支払事由に該当した日を第1回支払基
準日とし、2回目以降は、翌月以降の第1回支払基準日の応当日
となります。ただし、2回目以降は、直前の支払基準日から各支
払基準日まで就業不能状態が継続していた場合にお支払いの対
象になります。（特定精神障害給付金の場合、就業不能給付金を
「特定精神障害給付金」と読み替えます。）

（注2）初期支援給付金は、第1回就業不能給付金または第1回特定精
神障害給付金が支払われる場合にお支払いとなります。

・就業不能給付金のお支払いは、1つの継続した就業不能状態で18回、
通算して36回を限度とします。特定精神障害給付金のお支払いは、
通算して18回を限度とします。
・就業不能給付金と特定精神障害給付金は、重複して支払われません。

給付内容
基準給付金月額

15万円
コース

10万円
コース

5万円
コース

15万円

7.5万円

10万円

5万円

5万円

2.5万円

就業不能状態が20日を
超えて継続したとき

（毎月の支払基準日（注1）まで継続するごとに
1回、最大18回）

主契約【就業不能給付金】
または

特定精神障害給付特約【特定精神障害給付金】

初期支援給付特約
【初期支援給付金（注2）】

配当金対象

【お取扱いできない事項の例】
 ●保険期間の変更
 ●掛金の払込方法の変更　など

21 22



充 実 制 度

傷害充実コース

■補償内容 【加入対象区分：本人・配偶者・こども】

■月額掛金 基本保障：主契約、特定精神障害給付特約、初期支援給付特約

（注）賠償責任保険金は、本人の加入により以下の方も補償対象となります。本人が未成年もしくは責任
無能力者、または補償対象となる方が責任無能力者である場合は、法定の監督義務者等も補償対象
となる方に含みます（未成年または責任無能力者に関する事故に限ります。）。
・配偶者
・本人またはその配偶者の同居の親族
・本人またはその配偶者の別居の未婚の子
なお、続柄は、損害の原因となった事故発生時点におけるものをいいます。
また、「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。

●死亡保険金受取人は、原則として法定相続人です。特に死亡保険金受取人を指定する場合は団体窓口へ
お申し出ください。
●本人が脱退した場合、配偶者・こどもは同時に脱退となります。

携行品損害保険金
自宅外において、携行している被
保険者所有の身の回り品に損害が
あった場合に、時価額から免責額
3,000円を差し引いた金額が補償
されます。（最高10万円）
●1個1組または1対のもの：10
万円限度

●乗車券・通貨：5万円限度
●携行品には次のものは含まれま
せん。
有価証券（除：小切手）、預貯金
証書、稿本、船舶、自動車、自
転車、コンタクトレンズ、義歯、
動物、植物など
詳細はパンフレットをご覧くだ
さい

●急激かつ偶然な外来の事故によるもの

本

　
　人

加
入
対
象
区
分

コ
ー
ス

配
偶
者
こ
ど
も

死　亡
保険金

後遺障害
保 険 金

（程度により）

手術保険金
（状況により）

入院保険金 賠 償 責 任
保 険 金

日額10,000

日額  8,500

日額  6,500

日額  5,000

日額  3,000

日額  4,500

日額  2,000

5.0・10.0

4.25・8.5

3.25・6.5

2.5・5.0

1.5・3.0

2.25・4.5

1.0・2.0

日額6,500

日額5,500

日額4,000

日額3,000

日額1,500

日額3,000

日額1,200

最高10,000

̶　　
̶　　

万円
34.0～850

29.6～740

21.2～530

14.0～350

8.0～200

14.0～350

10.0～250

850

740

530

350

200

350

250

A

B

C

D

E

Z

1

万円万円 万円

（注）

（注）

円円

（　　　　）（　　　　）
事故の発生の日か
らその日を含めて
発生の1,000日以
内の入院について

通院保険金
事故の発生の日からそ
の日を含めて発生の
1,000日以内の通院
について、90日限度

本

　
　人

加
入
対
象
区
分

コ
ー
ス

配
偶
者

配
偶
者
こ
ど
も

こ
ど
も

携行品損害
保 険 金

最高 10万円
（免責3,000円）

AK

BK

CK

DK

EK

ZK

1K

●急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより死亡・後遺障害となった場合や入院・手術・通院を
した場合、保険金をお支払いします。
●日常生活における賠償事故等のリスクについても補償します。

傷害充実コースは、以下の補償の確保を主な目的とす
る損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った
内容か、ご確認のうえお申込みください。

意向確認
【ご加入前のご確認】充 実 制 度

新規加入・増額をされる場合は必ず加入資格・告知内容をご確認ください

【損害保険】
熱中症補償特約付食中毒補償特約付
天災補償特約付傷害総合保険
契約のしおり、約款については
パンフレットをご覧ください。1,793

1,830
1,845
2,078
2,235
2,423
2,918
3,758
5,408
7,958
9,953

2,033
1,973
2,385
2,663
2,715
3,075
3,585
3,893
4,778
6,458
6,878

1,195
1,220
1,230
1,385
1,490
1,615
1,945
2,505
3,605
5,305
6,635

1,355
1,315
1,590
1,775
1,810
2,050
2,390
2,595
3,185
4,305
4,585

15歳～20歳

21歳～25歳

26歳～30歳

31歳～35歳

36歳～40歳

41歳～45歳

46歳～50歳

51歳～55歳

56歳～60歳

61歳～65歳

66歳～69歳

年 齢
男性 女性 男性 女性

15万円コース 10万円コース

598
610
615
693
745
808
973

1,253
1,803
2,653
3,318

678
658
795
888
905

1,025
1,195
1,298
1,593
2,153
2,293

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

男性 女性

5万円コース

※年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数につ
いて6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。
（例）保険年齢40歳＝令和5年10月1日現在満39歳6ヵ月を超え満
40歳6ヵ月まで。
　更新時に該当する年齢区分が変わる場合、掛金は前年度と変わります。

※就業不能給付金の支払われる回数が36回の通算支払限度に達した場
合には、この契約は消滅します。
※特定精神障害給付金の支払われる回数が18回の通算支払限度に達し
た場合には、特定精神障害給付特約は消滅します。
※この保険は1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合には配
当金としてお支払いいたします。
※給付金の受取人は被保険者です。

給与
休職中の給与・傷病手当金

収入の減少分

就業不能充実コース

▲
就業不能
状態に該当

不支給期間
20日

▲

■収入のイメージ図
「就業不能充実コース」により、就業不能状態の場合に、公的保障等では不足する収入の減少分を補完することができます。
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